
公  告 

 

 

 長崎県五島中央病院売店の運営事業者を次のとおり公募型企画提案書（プロポーザル）

方式により選定するので、次のとおり公告する。 

 

 

令和８年４月３０日 

                          長崎県五島中央病院 

                           院長 竹島 史直 

 

１．募集内容 

 （１）件名 

    長崎県五島中央病院売店運営 

 （２）運営内容 

    長崎県五島中央病院における売店の運営 

   （詳細は別添「長崎県五島中央病院売店の運営に係る諸条件等について」に 

    定める。） 

 （３）運営期間 

    令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

 （４）運営場所 

    長崎県五島市吉久木町２０５番地 

    長崎県五島中央病院 １階 

 

２．参加資格 

  公募型プロポーザル参加申請ができる業者は、次の応募要件を満たす者とする。 

 （１）過去５年以内に病院での売店運営実績があること。 

 （２）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。なお、被補 

助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている 

者は、同項の規定に該当しない者である。 

  （３）営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていること。 

（４）安全かつ魅力的に実施する運営能力や信頼性を有すること。 

（５）事業者の負担すべき経費について、負担能力があること。 

（６）事業税等の滞納がないこと。 

（７）提出書類に故意に虚偽の事実を記載しないこと。 

（８）長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けていな 

い者であること 

 

３．公募型プロポーザル参加申込及び参加資格審査に関する書類の提出 

 （１）受付期間 

    令和８年４月３０日（木）～令和８年５月２９日（金） 



 （２）提出書類 

    ① 公募型プロポーザル参加申込書(様式１号)（１部） 

    ② 誓約書(様式２号)（１部） 

    ③ 公募型プロポーザル参加資格審査申請書(様式３号)（１部） 

（３）参加資格の確認については申込書等の提出期限日をもって行うものとし、結果 

については資格審査結果通知書にて令和８年６月３日（水）までに通知する。 

 （４）審査事項 

ア 従業員数 

イ 年間売上高 

ウ 営業年数 

エ 財務比率（純利益率、固定長期適合率及び流動比率） 

オ 参加資格を得ようとする同種契約の受注実績 

 

４．プロポーザル参加を辞退する場合 

  公募型プロポーザル参加申込書を提出した者が参加を辞退する場合は、速やかに 

辞退届（様式第４号）を提出すること。 

 

５．資格審査申請事項に変更があった場合 

  公募型プロポーザル参加申込書を提出後に、会社名・所在地・代表者等重要事項に 

変更があった場合は、速やかに資格審査申請事項変更届（様式第６号）を提出するこ 

と。 

 

６．企画提案書の提出 

  公募型プロポーザル参加資格審査申請書を提出し、参加資格審査へ合格した参加者 

は、次のとおり企画提案書を提出すること。 

  なお、長崎県五島中央病院の概要については別添「長崎県五島中央病院の概要につ 

いて」、企画提案書の作成要領については別添「長崎県五島中央病院売店運営企画提案 

書作成要領」を確認すること。 

 （１）受付期間 

    令和８年６月４日（木）～令和８年６月１７日（木） 

 （２）提出書類 

   （提案様式１） １部 

   （提案様式２～６） １０部（１部を正本とし、残りは複写で可） 

 

７．公募型プロポーザル参加申込書及び企画提案書作成に関する質疑について 

 （１）提出期限 

   ①公募型プロポーザル参加申込書作成に関する質疑 

     令和８年５月１日（金）  から 

     令和８年５月２７日（水）  午後５時まで 

   ②企画提案書作成に関する質疑 

     令和８年６月４日（木）  から 

     令和８年６月１１日（木）  午後５時まで 



 （２）質疑様式及び提出方法 

    質疑内容を明記の上、質問票（様式第５号）により行うこと。電話・口頭によ 

   る回答は原則として行わないが、軽微な内容のものについては判断の上回答を行 

   うことがある。 

    また、FAXで質問をする場合は、速やかに「８」の担当部局へ連絡すること。 

 （３）質疑の回答 

   ①公募型プロポーザル参加申込書作成に関する質疑への回答 

     令和８年５月２７日（水）  までに行う。 

   ②企画提案書作成に関する質疑への回答 

     令和８年６月１１日（木）  までに行う。 

    また、個別事項に関する質問については、当該質問をした者に対し回答する。 

    全参加者に関する質問については、全参加者に対し回答する。 

 

８．担当部局の名称等 

 （名称）長崎県五島中央病院 財務係 

 （住所）長崎県五島市吉久木町２０５番地 

 （電話）０９５９－７２－３１８１ 

 （F A X）０９５９－７２－２８８１ 

 

９．各種資料等の交付 

長崎県五島中央病院ホームページ（https://www.gotocyuoh-hospital.jp/） 

長崎県病院企業団ホームページ（http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/） 

からダウンロードすること。 

 

１０．各種書類の提出方法 

 （１）郵送に関して 

   一般書留郵便、簡易書類郵便、特定記録又はレターパックとする。 

 （２）FAX送信に関して（質疑等） 

   FAX送信後、必ず「８」の担当部局へ連絡すること。 

 

１１．現場説明 

  現場説明は実施しない。ただし、参加申込の判断又は企画提案書作成にあたり現場 

見学が必要である場合は、「８」の担当部局へ見学希望日の３日前までに相談すること。 

また来院の際には必要な感染症予防対策を行うこと。 

 ただし、新型コロナウイルスの感染蔓延状況によっては、希望があって見学を許可 

できない場合もある。 

 

１２．運営事業者の選定について 

  運営事業者の選定に際しては、企画提案書の各項目について審査する。 

 

１３．選定方法等 

 （１）参加者から提出された企画提案書に基づいて、当院の委員会が総合的な審査を 



行い、評価点により評価順位を決定する。ヒアリング等が必要となった場合は、 

別途通知するものとする。 

 （２）評価順位が第一位の者を優先交渉権者とし、次順位の者を次点交渉権者とする。 

 （３）優先交渉権者と別途協議を行い、協議が整った場合は運営事業者として決定す 

る。 

 （４）優先交渉権者と協議が整わなかった場合は、次点交渉権者と同様の手続きを行 

う。 

（５）参加者が１者のみであった場合についても同様の手続き位を行う。 

 （６）運営事業者の決定後、決定事業者のみを全参加者に通知する。なお、参加者の 

評価点数等については公表しない。 

 

１４．公募型プロポーザル日程等 

区分 期間、期限等 配布場所・提出等 

(1)公募公告日 令和 ８年 ４月３０日（木）  

(2)提出書類様

式の入手方法 

令和 ８年 ４月３０日（木）から 

同年    ５月２９日（金）まで 

長崎県五島中央病院ホームページ 

（https://www.gotocyuoh-hospital.jp/） 

長崎県病院企業団ホームページ 

（http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/ ） 

(3)参加申込書

等の提出 

令和 ８年 ５月１日（金）から 

同年    ５月２９日（金）まで 

「８」の担当部局に持参又は郵送による。 

※５月２９日（金）午後５時必着 

(4) 質疑 ①参加申込書に関して 

令和 ８年 ５月１日（金）から 

同年    ５月２７日（水）まで 

②企画提案書に関して 

令和 ８年 ６月４日（木）から 

同年    ６月１１日（木）まで 

「８」の担当部局 

(5) 質疑への回

答 

①参加申込書に関して 

令和 ８年 ５月２７日（水）までに

回答 

②企画提案書に関して 

令和 ８年 ６月１５日（月）までに

回答 

 

(6) 参加資格結

果通知 

令和 ８年 ６月３日（水）までに通

知 

 

(7) 企画提案書

の提出 

令和 ８年 ６月４日（木）から 

同年    ６月１７日（水）まで 

「８」の担当部局に持参又は郵送による。 

※６月１７日（水）午後５時必着 

（注）「(3)」、「(7)」については、長崎県病院企業団の休日を定める条例（平成２１年長崎県病院企

業団条例第３号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで（来院する場

合は、正午から午後１時までを除く。）とする。 

１５．その他 

 （１）参加において必要な費用は、参加者の負担とする。 

https://www.gotocyuoh-hospital.jp/
http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/index.html


 （２）提出された書類等は採否に関わらず返却しない。 

 （３）参加申込に関する書類等の解釈に疑義がある場合は、必ず質問し確認するこ 

と。なお、質問締切日以降の質問は受け付けない。 

   

 


